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平
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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
子
ど
も
の
権
利
保
障
の
観
点
か
ら
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
子
ど
も
の
権
利
保
障
の
観
点
か
ら
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
企
業
主
導
型
保
育
施
設
は
認
可
外
保
育
施
設
で
あ
る
と
こ
ろ
、
事
業

者
等
が
実
施
す
る
企
業
主
導
型
保
育
事
業
が
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
等
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十

七
日
付
け
府
子
本
第
三
七
〇
号
・
雇
児
発
〇
四
二
七
第
二
号
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
統
括
官
及
び
厚
生
労
働
省
雇
用

均
等
・
児
童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）
の
別
添
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
費
補
助
金
実
施
要
綱
」
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
る
よ

う
、
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
に
お
い
て
、
当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
助
成
に
係
る
審
査
並
び
に
当
該
事
業

者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
監
査
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
内
閣
府
と
し
て
は
、
企
業
主
導
型
保
育
施
設
の
運

営
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
、
同
協
会
に
対
し
て
引
き
続
き
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
不
公
平
な
し
く
み
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
児
童
手
当
の
支
給
と
企
業
主

導
型
保
育
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
へ
の
助
成
と
は
、
そ
の
目
的
や
対
象
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘

一



の
よ
う
に
「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
零
細
企
業
の
被
用
者
に
対
し
、
地
域
枠
と
は
別
に
何
ら
か

の
措
置
を
講
じ
る
べ
き
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


